
- 1 - 

コミュニティ会則 

 

 

第１章 総則 

 

第１条（名称） 

本コミュニティは、「日本 SPICEネットワーク（Nippon SPICE Network）」と称する。なお、

略称を NSPICE.NETとする。 

 

第２条（目的） 

本コミュニティは、SPICE に基づくプロセス改善推進者及びアセッサーの情報共有のための

交流及びプロセス改善技術の向上の場を提供する。 

  

第３条（活動） 

本コミュニティは、前条の目的を達成するために次の活動を行う。 

 （１）勉強会の開催 

プロセス改善の推進を目的として、プロセス改善に関する既存の有効な技術（手法）に

ついて学ぶ。 

  （２）研究会の開催 

アセスメントモデルの改良、アセスメント技術及びプロセス改善技術の向上などを目的

として、有志により調査、研究、論文発表を行う。 

  （３）広報活動 

勉強会、研究会の活動内容を、Webサイトを通じて公開する。 

（４）他機関との連携活動 

本コミュニティは、他の機関との協力関係を通じて、SPICE アセッサーやプロセス改善

推進者に有益な情報提供や支援を行う。 

 

第４条（会員） 

本コミュニティは、第１０条に定める会員資格を満たす者を会員とする。 

 

第５条（運営） 

本コミュニティは、総会、運営委員会、事務局を置き、その運営にあたる。 

 

 

第２章 活動 

 

第６条（勉強会） 

１．開催頻度 

勉強会は、年３回程度のワークショップ及び年１回程度のカンファレンスを開催する。

さらに、必要に応じて、臨時に勉強会を開催する場合がある。 

２．ワークショップの開催地 

ワークショップは、原則として、関東地区、中部地区、関西地区で開催する。必要に応

じて、それ以外の地区でワークショップを開催する場合がある。 

３．種類 

勉強会は、下記の２つのタイプに区別する。 

（１）会員限定のもの 

会場提供などの特別に考慮する事項がある場合、運営委員会の判断により、

その関係者をオブザーバーとして参加させることができる。 
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（２）広く一般に公開するもの 

４．企画方法 

勉強会は、開催目的、開催規模等を記載した開催企画書に基づいて、運営委員会の議決

をもって決定する。なお、開催企画書は、運営委員からの提案及び会員からの希望をもと

に作成する。  

５．参加費 

ワークショップの参加費は原則として徴収しない。カンファレンス及び臨時勉強会にお

いて、会場使用料、テキスト代、資料公開用サーバ維持費、などの費用が発生する場合は、

参加者から実費相当の参加費を徴収する場合がある。 

 

第７条（研究会） 

１．設立方法 

SPICE に関する特定のテーマについて詳細な検討、研究が必要な場合、運営委員会の承

認をもって本コミュニティの中に研究会を設立することができる。 

  ２．参加条件 

研究会への参加は、会員に限定する。さらに、研究会毎に参加条件を定め、参加者を限

定してもよいものとする。ただし、参加条件が妥当でなければならない。 

  ３．研究活動計画書の提出 

会員が研究会を立ち上げる際には、研究会の研究テーマ、代表者等を記載した「研究活

動計画書」を運営委員会に提出し、承認を得なければならない。研究活動計画書の記載内

容を変更する場合は、再度、運営委員会に届けて運営委員会の承認を得なければならない。 

  ４．活動報告の義務 

研究会は、活動の進捗状況を適時運営委員会に報告し、年度末に「研究活動報告書」を

運営委員会に提出しなければならない。 

５．活動成果の公開 

研究会は、成果物の開示範囲を研究会内の合意によって決めることができる。開示範囲

は、会員限定、一般公開のいずれかを指定するものとする。 

運営委員会は、研究会の成果物を開示範囲にもとづき公開する。 

  ６．守秘義務 

研究会に参加する会員は、研究会にて知り得た第 7条５項の開示範囲に含まれない情報

（成果物や資料）についての守秘義務を負うものとする。ただし、公知の事実あるいは他

者から正当に知り得た情報を除く。本項の守秘義務は本会の退会後５年間有効とする。 

  ７．活動成果の知的財産権 

研究会の成果の知的財産権は、研究会に参加する会員に帰属する。配分については研究

会内の合意によって決めるものとする。また、研究会で得られた第７条５項の成果物の利

用を日本 SPICEネットワークに認めるものとする。 

 

第８条（広報活動） 

  １．広報方法 

運営委員会は、勉強会、研究会での活動内容を、Webサイトを通じて広く周知する。 

  ２．Webサイトの設置場所 

Webサイトは、日本国内の Webサイト内に設置する。 

 

第９条（他機関との連携） 

 １．intacs（International Assessor Certification Scheme TM）との連携 

   本コミュニティは、intacsの地域代表会議を通じて、アセスメント技術の向上に向けて

連携活動を必要に応じて行う。なお、連携活動の内容は、運営委員会の議決をもって実施

する。 

会員は、本コミュニティが主催、後援する活動へ携わることにより、intacsアセッサー
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資格の更新に必要な Experience Evidence（EE）を獲得することができる。 

    EE 獲得を希望する会員は、運営委員会に EE の発行を申し出ることで、必要な書類を入手

することができる。 

  ２．他機関との連携 

本コミュニティは、その目的に合致した他機関と連携する。連携する機関及び連携活動

の内容は、運営委員会の議決をもって決定する。 

 

 

第３章 会員 

 

第１０条（会員資格） 

１．会員資格の取得 

入会希望者は、以下の条件を満たし、運営委員会の承認をもって会員資格を取得するこ

とができる。 

（１）第１１条に定める会員情報を登録すること。 

（２）日本国内に居住していること。 

（３）以下の業務のいずれかに１年以上従事していること。 

・SPICEアセッサー 

・SPICEに基づくプロセス改善の推進者 

・開発あるいはサービス業務の担当者 

（４）第１２条に定める年会費を納入すること。 

２．会員資格の更新 

会員資格は、入会年度から１年毎に更新手続きを行うことによって維持される。更新手

続きは前項（１）～（３）に変更がない場合は（４）のみとし、更新期間は１月１日から

３月３１日までの３ヶ月間とする。 

 

 

第１１条（会員情報の登録及び更新） 

１．会員情報の登録 

本コミュニティに入会しようとする者は、指定された書式により、運営委員会へ申請す

ること。 

２．会員情報の更新 

会員は、登録情報変更があった場合、登録情報の変更手続きをとること。 

３．会員登録名簿 

本コミュニティは、登録情報をもとに会員名簿を作成する。会員名簿は、当会の活動目

的の範囲外では使用しない。 

 

第１２条（会費） 

年会費は２，０００円（課税区分：不課税）とする。 

一旦納入された年会費は、いかなる場合にも返金しない。 

 

第１３条（会員の権利と義務） 

  １．会員の権利 

会員は、以下の権利を有する。 

・ 本コミュニティの行う活動に参加する権利 

・ 会員限定の Webサイトにアクセスする権利 

  ２．会員の義務 

会員は、本コミュニティの活動に際し、公正かつ自由な市場競争を制限または阻害する

おそれのある行為をしてはならない。 
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会員は、公序良俗に反する活動をしてはならない。 

 

第１４条（会員資格の喪失） 

   会員は、次の事由によりその資格を喪失する。 

   （１）第１０条の会員資格を喪失した者 

   （２）会員資格の更新手続きを更新期間内にしなかった者 

   （３）運営委員会に脱会の申し出があった者 

   （４）会員の義務（第１３条第２項）を果たさない者 

    （５）除名 

 

第１５条（除名） 

   会員に、本コミュニティの名誉を毀損し、または目的に違反する行為があるときは、運営委

員会の議決をもって除名することができる。 

 

 

第４章 総会 

 

第１６条（総会） 

総会は、会員をもって組織し、少なくとも年１回、運営委員会が招集して開催する。 

 

第１７条（総会の議長） 

総会の議長は、運営委員の中から選出し、総会の承認を受けるものとする。 

 

第１８条（総会の議決） 

 総会は、以下の事項について議決する。 

   （１）会則の変更 

   （２）活動報告及び決算 

   （３）運営委員及び代表の任命 

   （４）その他運営に関する重要事項 

総会の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

 

 

第５章 運営委員会 

 

第１９条（運営委員会） 

  １．運営委員会 

運営委員会は、運営委員をもって組織する。 

  ２．開催方法 

運営委員会は、会議形式またはメール審議形式にて、必要に応じて開催する。ただし、少

なくとも年１回は会議形式にて開催しなければならない。 

 

第２０条（運営委員会の議長） 

 会議形式の運営委員会の議長は、開催の都度、運営委員の中から選出する。 

 

第２１条（運営委員会の議決） 

運営委員会は、本会則に別に定める事項のほか、次の事項について議決する。 

   （１）総会に提案すべき事項 

   （２）会務の執行に関する事項 
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   （３）その他運営委員会が必要と認めた事項 

 運営委員会の議事は、参加した運営委員の過半数をもって決定する。 

 

第２２条（運営委員） 

  １．定員 

５名以上（上限は定めない）の運営委員を選任する。 

運営委員の中から代表を１名、会計監事を１名選任する。必要に応じて、運営委員の中

から副代表を若干名、執行委員を若干名置くことができる。 

２．選任方法 

運営委員は、前期の運営委員会が会員の中から候補を選び、総会の議決をもって任命す

る。なお、任命にあたり希望者に依頼状を発行するものとする。 

代表は、前期の運営委員会が次期運営委員候補の中から候補を選び、総会の議決をもっ

て任命する。 

副代表は、必要に応じて、代表が運営委員の中から指名し、運営委員会の承認をもって

任命する。 

会計監事は、運営委員の互選により決定し、任命する。 

執行委員は、必要に応じて、代表が運営委員の中から指名し、任命する。 

３．職務 

運営委員は、運営委員会に参加して、本会則に定めるもののほか、総会の権限に属する

事項以外の事項を決定し、執行する。 

代表は、本コミュニティの業務を統括し、本コミュニティを代表する。 

副代表は、代表の補佐を行うとともに、代表の職務を代行することができる。 

会計監事は、決算を監査し、総会に報告する。 

執行委員は、代表の諮問機関となる執行委員会を構成し、本コミュニティの運営を迅速

かつ適切に執り行うための意見を具申する。 

４．任期 

運営委員の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、前期の運営委員会に全く参加し

なかった者は再任することはできない。 

 

第２３条（運用規則） 

この会則に関連して必要な運用規則は、運営委員会の議決を経て、代表がこれを定める。 

 

 

第６章 事務局 

 

第２４条（事務局） 

１．定員 

若干名を選任する。 

２．選任方法 

事務局は、運営委員の中から、運営委員会の議決をもって任命する。 

３．職務 

本コミュニティの運営を補佐する。 

４．任期 

事務局の任期は１年とし、再任を妨げない。 

５．事務局の所在地  

     事務局を東京都渋谷区広尾１－１３－１１に置く。 

 

第２５条（総会、運営委員会の議事録） 

総会、運営委員会の議事については、原則として事務局が議事録を作成し、運営委員の確認
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の上で代表が承認し、これを事務局が保管する。 

 

第２６条（書類の保管） 

事務局は、以下の書類を保管しなければならない。 

   （１）会則、運用規則 

   （２）会員名簿及び運営委員名簿 

   （３）総会及び運営委員会の議事録 

   （４）その他の必要な書類  

 

 

第７章 会計 

 

第２７条（年度） 

 本コミュニティの年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第２８条（活動計画及び予算） 

本コミュニティの活動計画及び予算は、年度ごとに運営委員会が作成し、運営委員会の議決

を経なければならない。 

 

第２９条（活動報告及び決算） 

活動報告及び決算に関する書類は、年度終了後速やかに、運営委員会が作成し、総会の議決

を経なければならない。決算に関する書類は、総会の議決前に、会計監事の監査を受けなけれ

ばならない。 

 

 

第８章 補則 

 

第３０条（運営委員の報酬） 

   本コミュニティの運営委員、事務局は無報酬とする。 

 

第３１条（会則の変更） 

本会則は、運営委員会の提案に基づき、総会の議決をもって変更することができる。 

ただし、運営委員会の議決をもって、次回総会までの期間に限り暫定的に変更した会則を適

用することができる。 

 

第３２条（第１期運営委員会の運営委員の候補者の選出方法） 

第１期の運営委員の候補者は、下記に該当する人の中から、本コミュニティの準備委員会メ

ンバーの過半数の賛成を持って決定する。 

（１）本コミュニティの準備委員会メンバーで、運営委員の就任を希望する人 

（２）本コミュニティの準備委員会メンバーが推薦する人 

 

第３３条（附則） 

  １．本会則の条項数 

本会則は、７章、３１条で構成される。 

２．本会則の発効日 

本会則は２０１１年４月１日制定。即日施行する。 

３．本会則の改定 

本会則は２０１１年５月２０日をもって下記４項目を改定し、即日施行する。 

（１）第１条 名称の変更 
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（２）第７条  研究会報告義務の変更 

（３）第１０条 会員資格の変更 

（４）第２２条 代表、副代表の設置 

本会則は２０１２年５月１８日を以て下記１０項目を改定し、即日施行する。 

（１）第７条 研究会報告義務、成果公開の変更 

（２）第７条 研究会の守秘義務、知的財産権取り扱いを追加 

（３）第６条 勉強会の開催頻度、開催地の変更 

（４）第８条 Webサイトの設置場所の変更 

（５）第９条 連携機関の正式名称を記載 

（６）第１３条 会員の権利、義務の追加 

（７）第１６条 総会の開催時期の変更 

（８）第１９条 運営委員会の開催頻度の変更 

（９）第２０条 運営委員会の議長選出方法の表現見直し 

（10）第２２条 運営委員の選任方法の変更 

本会則は２０１３年５月３１日をもって下記３項目を改定し、即日施行する。 

（１）第９条 他機関と広く連携できるよう変更 

（２）第１０条 会員更新手続きを簡素化する変更 

（３）第１２条 勉強会実費の内容を具体的に明記するよう変更 

本会則は２０１４年５月３０日をもって下記２項目を改定し、即日施行する。 

（１）第１１条 会員情報は必須項目のみを記載するよう変更 

（２）第２３条 アドバイザーを廃止する変更 

第６条、第７条、第２７条のアドバイザーに関する記載を削除 

本会則は２０１６年４月２８日をもって下記２項目を改定し、即日施行する。 

（１）第２２条 執行委員会を設置できるよう変更 

（２）第２３条 運用規則（詳細な運用の規定）を会則から分離するよう追加 

第２６条に書類の保管対象として運用規則を追加 

第７条、第９条、第１１条の詳細な運用に関する記述を削除 

本会則は２０１７年５月１８日をもって下記４項目を改定し、即日施行する。 

（１）第６条 勉強会の分類の整理、企画方法の見直し 

（２）第７条 研究会の運用の見直し 

（３）第１０条 会員資格取得条件の表現の見直し 

（４）第１９条－第２１条 運営委員会の開催方法の見直し 

本会則は２０２１年４月１６日をもって下記５項目を改定し、即日施行する。 

（１）第６条、第１６条 総会・勉強会の運営の明確化 

（２）第６条、第１０条、第１２条、第１３条 

会員資格の見直し（年会費の導入） 

（３）第２７条（第２９条を移動）、第２８条（追加）、第２９条（追加） 

第７章 会計の追加、以降の章・条番号を繰り下げ 

（４）第１８条、第２２条 総会における決算の議決の追加、会計幹事の追加 

（５）第７条、第９条、第１１条、第１４条、第１７条、第１９条、第２１条。 

第２３条、第２４条、第２５条、第２６条、第３０条、第３１条、第３３条 

軽微な修正（文章表現の見直し、一貫性の確保） 

本会則は２０２４年４月１９日をもって下記２項目を改定し、即日施行する。 

（１）第６条 定例会をワークショップに変更 

（２）第１２条 年会費を税込から不課税に変更 

 

                                   以上 


